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水力発電事業懇話会 

１．水力発電事業懇話会について 

○主に電力の卸供給業を営む企業９社で組織 

○昭和４１年に発足し４６年の歴史を持つ 

○総出力約６１万ｋＷ，１３５箇所を保有 

○年間約３０億ｋＷｈの電力を供給 

○主な活動 

  ・省庁・外部団体への参加（研究会やＷＧなど） 

  ・意見提言 

  ・水力技術の情報共有 

組織の概要 
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【要望１】 慣行水利権が設定されている箇所における 
       手続きの簡素化 

   未だ農業水利権に占める慣行水利権は多く，慣行
水利権が設定された用水路に設置する小水力発電
の需要が多くなることが今後予測され，慣行水利権
下での水利権許可手続きの緩和を要望する。 

   現行の慣行水利権が設定された水路に，発電水利権を取
得する場合の手続きは，以下の方法で行うよう国土交通省
のガイドブックに示されている。 

 慣行水利を法定化して従属水利として取得する。 

 慣行水利権のまま，新規の発電水利として取得する。 
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○課題 
 ・慣行水利権の法定化は，施設の整備や水利権の統
合，取水量の年次報告などが伴うため，水利権者が法
定化したがらない。 

  ・新規発電水利権を取得する場合は，事前に要する河
川環境調査の費用がかかり事業採算性が悪化する。 

  

〇手続きの緩和 
 ・慣行水利権が設定された水路への小水力発電の設
置については，河川からの取水量が増加しない場合，
従属水利権並みの手続きで水利権が得られるよう手
続きの緩和を要望する。 
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〇農業水利権に占める慣行水利権の割合（かんがい面積ベース） 

区分 

許可水利権 慣行水利権 

その他 

の用水 
農業用水 

その他
用水 

農業用水 

取水量表示あり 取水量表示なし 

合計 

１４０，２１４件 

５，０８６件 

（４％） 

１７，１７６件 

（１２％） 
－ 

１１７，９５２件 

（８４％） 

約７倍 

資料：農林水産省農村振興局水利整備課「農業用水について」を基に作図 

〇農業水利権に占める慣行水利権の割合（件数ベース） 

区分 
施設数 かんがい面積 1箇所当り面積 

(ha／箇所) 施設数 構成比(%) 面積(ha) 構成比(%) 

許可水利権 22,964 20.2 1,605,585 53.1 69.9 

慣行水利権 72,721 63.8 964,698 31.9 13.3 

その他 18,226 16.0 455,339 15.0 25.0 

計 113,911 100.0 3,025,621 100.0 26.6 
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区分 

許可水利権 慣行水利権 

その他 

の用水 
農業用水 

その他
用水 

農業用水 

取水量表示あり 取水量表示なし 

かんがい面積 － － － ５４万ｈａ ６９万ｈａ 

最大取水量 
１，５９２ｍ３／ｓ 

（※８．６％） 

６，９０９ｍ３／ｓ 

（※３７．４％） 
－ 

４，３８６ｍ３／ｓ 

（※２３．７％） 

※５，６０４ｍ３／ｓ 

（※３０．３％） 

資料：農林水産省農村振興局水利整備課「農業用水について」を基に作図 

※「取水量表示なし」の農業慣行水利権につき，かんがい面積の比率から割り出した最大取水量の推定値
並びに全体比率 

〇農業水利権に占める慣行水利権の割合（取水量ベース） 

９，９９０ｍ３／ｓ 
約１．４倍 

１００ｈａ未満かんがい面積の農業慣行水利権が多く残存している 
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〇慣行水利権の水路等に小水力発電を設置する場合のイメージ図 
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水面影響範囲

水面影響範囲

水路等を要しない水力発電

水路等設置する水力発電

河川
慣行水利権が設定された用水路

堰
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農業用水路に設置する小水力発電の水利権形態 

（水位低下が許容超）

⇒書類の簡素化不可
（水位低下が許容内）

親水利権の形態 慣行水利権許可水利権

発
電
型
式

従属水利
【取水量が増加しない場合】

（例）用水路の上流に落差がある場合

既設の水路に現状以上
の取水がなされず

調査・手続きの
簡素化が可能

水路
設置型

パイプライン
敷設型

【取水量の増加もあり得る場合】

慣行水利権に係る規制改革要望 
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発電所設備の上流に落差工があるロケーション 

支配断面
Ｑ

Ｑ1

Ｑ2

支配断面で流量が確定するため
Ｑ＝Ｑ1＋Ｑ2の関係は変わらない
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新規の水利使用 従属発電の水利利用 
慣行水利権に係る規制改革要望 

（書類有無の判断） 

水力発電計画の概要 水力発電計画の概要 必要 

発電に使用する水量の
根拠 

発電に使用する水量の根
拠 

同上 

河川流量の確認資料 河川流量の確認資料 
新たに河川から取水するものでは
ないため不要 

発電のための取水が可
能かどうかの計算書 

発電のための取水が可能
かどうかの計算書 

同上 

治水・利水・環境への対
策 

治水・利水・環境への対策 同上 

発電施設の構造計算，
設計図 

発電施設の構造計算，設
計図 

設備を設置する用水路との責任分
解が確認されれば不要 

関係河川使用者への同
意書 

関係河川使用者への同意
書 

新たに河川から取水するものでは
ないため不要 

〇水利権申請に必要な主な書類 

不 要 
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【要望２】 豊水時に取水する場合の水利手続きの簡素化 

課題：最大取水量の変更を行う場合の許可手続きは，新規水利
権取得並みの申請が必要とされる。  

状況：設備改修を行わずに取水量の増加が可能な発電所の個別
具体例をもって，今後河川管理者と協議する。 
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最大取水量の変更許可は簡単な手
続きが可能では！ 

（治水上も有利，河川環境に影響を
与えない） 

0 95 180 275 355

発電用水

豊水

10

20

30

m3/s

日

維持流量
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【要望３】 渓流から取水する場合の取水量管理の簡素化 

状況：渓流取水再開を望む事業者が多く存在する。 

    「小規模取水設備の取水管理について」（ＷＧによって策定）
の取り組みが摘要可能か具体例をもって，今後河川管理者と
協議する。 
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渓流取水 本川取水 課題：山間奥地に位置する渓流
取水については，取水量を
コントロールする施設が充
実しておらず取水量の規
制上求められる管理が困
難なため取水を取り止め
ている。また，施設の拡充
には費用がかかり過ぎる。 
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〇課題 

   再生可能エネルギーの普及に伴って，系統への送

電量が増大し出力抑制が顕著となることが予想され，
残された未利用エネルギーが有効に利用されない
可能性がある。特に水力発電は開発までに期間を
要するため，他の再生可能エネルギーの導入によ
り接続が出来ないことも考えられる。 

〇対策案 

   変電所のバンク逆潮流制限の緩和を要望する。 
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【要望４】 変電所バンク逆潮流制限の緩和 


